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1

雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
の
指
定
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
案
要
綱
（
案
）

第
一

専
門
実
践
教
育
訓
練
の
指
定
基
準
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

一

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（
平
成

二
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
と
し
て

認
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
も
の
と
し
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
教
育
訓
練
の
時
間
が
三
十
時
間
以
上
か
つ
期
間
が
二
年
以
内
の
も
の
を
加
え
る
こ
と

。
二

専
門
実
践
教
育
訓
練
の
実
績
と
し
て
、
前
号
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
訓
練
修
了
後
の
就
職
等
の
状
況
の

実
績
か
ら
み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

第
二

一
般
教
育
訓
練
の
指
定
に
係
る
経
過
措
置
の
期
限
の
延
長
（
第
二
条
～
第
五
条
関
係
）

雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
の
指
定
基
準
（
平
成
二
十
六
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）
及
び
同
告
示
に
つ
い
て
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
を
追
加
す
る
改



2

正
を
行
っ
た
累
次
の
告
示
の
附
則
に
規
定
す
る
一
般
教
育
訓
練
の
指
定
に
係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
。

第
三

そ
の
他
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
及
び
第
三
の
二
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
こ
と
。

二

こ
の
告
示
の
適
用
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


